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平成２０年第７回玉城町議会定例会会議録(第３号) 

 

１． 招集年月日 平成２０年１２月１１日  
２． 招集の場所 玉城町議会議場 
３．  開   会 平成２０年１２月１５日 
４．  応招 議員 
     １番 小 林 一 則 君   ２番 風 口   尚 君  
     ３番 山 本 静 一 君   ４番 高 木 市 郎 君 
     ５番 鈴 木 加奈子 君   ６番 東 谷 富 雄 君 
     ７番 小 林   豊 君   ８番 中 瀬 信 之 君 
     ９番 山 口 和 宏 君  １０番 奥 川 直 人 君 
    １１番 野 口   繁 君  １２番 川 西 元 行 君  
    １３番 前 川 � 夫 君  １４番 中 野   勇 君      
 
５．不応招議員  な し 
６．出 席 議 員       １４名 
７．欠 席 議 員       な し 
８．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席したものの職氏名 
  町    長       辻 村 修 一 君 副  町  長 坪 井 信 義 君 
  教  育  長 山 口 典 郎 君 会計 管理者 森 島 千 里 君 
  総 務 課 長 中 郷   徹 君 税務住民課長 松 田 幸 一 君 
  生活福祉課長 林   裕 紀 君 上下水道課長 小 林 一 雄 君 
  建設産業課長 前 田 浩 三 君 病院老健事務局長 田 間 宏 紀 君 
  教育事務局長 辻     誠 君 総務担当課長補佐 田 村   優 君 
  農林商工課長 田 畑  良 和  君 政策財政担当課長補佐 中 村 元 紀 君 
  教育委員長       松 田 隆 作 君  監 査 委 員      松 田 隆 生 君 
9．職務のため出席した者の職氏名 
  議会事務局長 大 南 友 敬 君  同 書 記 高 井 美 江 君 
  同 書 記  中 野 雄 広 君 
 
１０．提出議案 
日 程 

第 １．会議録署名議員の指名 
第 ２．議案第８０号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正

について（質疑） 
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第 ３．議案第８１号 玉城町職員の給与に関する条例の一部改正について 
（質疑） 

第 ４．議案第８２号 玉城町使用料条例の一部改正について（質疑） 
第 ５．議案第８３号 玉城町手数料徴収条例の一部改正について（質疑） 
第 ６．議案第８４号 玉城町国民健康保険条例の一部改正について（質疑） 
第 ７．議案第８５号 三重県市町公平委員会を共同設置する地方公共団体の

数の減少に関する協議について（質疑） 
第 ８．議案第８６号 三重県市町公平委員会を共同設置する地方公共団体の

数の増加及び三重県市町公平委員会共同設置規約の変更

に関する協議について（質疑） 
第 ９．議案第８７号 平成２０年度玉城町一般会計補正予算（第４号） 
          （質疑） 
第１０．議案第８８号 平成２０年度玉城町国民健康保険特別会計補正予算 
          （第４号）（質疑） 
第１１．議案第８９号 平成２０年度玉城町山村振興事業特別会計補正予算 
          （第１号）（質疑） 
第１２．議案第９０号 平成２０年度玉城町農業集落排水事業特別会計補正予 
          算（第２号）（質疑） 
第１３．議案第９１号 平成２０年度玉城町介護保険特別会計補正予算 
          （第２号）（質疑） 
第１４．議案第９２号 平成２０年度玉城町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）（質疑） 
第１５．議案第９３号 平成２０年度玉城町水道事業会計補正予算（第２号） 
          （質疑） 
第１６．議案第９４号 平成２０年度玉城町下水道事業会計補正予算（第２号） 
          （質疑） 
 

（午前９時００分）  開会 
 
○ 議長(小林一則君)只今の出席議員数は 1４名で定足数に達しております。 
  よって、平成２０年第７回玉城町議会定例会第 3 日目の会議を開会致しま 
 す。本日の議事日程は、お手許に配付のとおりであります。 
○ 議長(小林一則君)日程第 1．会議録署名議員の指名を行います。本日の会議 

録署名議員は、会議規則第 120 条の規定により、議長において 
１０番 奥川直人君   １１番 野口 繁君 

 の 2 名を指名致します。 
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○ 議長(小林一則君)次に、日程第 2、議案第８０号 公益法人等への職員の派

遣等に関する条例の一部改正についてを議題と致します。 
これより質疑を行います。発言を許します。５番 鈴木加奈子さん 

○５番（鈴木加奈子さん）民法等が改正されたことに伴い関係条文の整理を行

うものでありますということで説明を頂いたところでありますが、これの変

更になった部分が具体的にどういうことなのか、そして職員を派遣するとい

うことになるわけですが今、具体的に何方がどこの方に向けて派遣されてい

るのか、その人件費、諸手当等はどのようになっているのか。又、今後のこ

とについても合わせてお聞かせを頂きたいと思います。 
○議長（小林一則君）総務課長 中郷徹君 
○総務課長（中郷徹君）只今のことでございますが、民法におきまして公益法

人の設立といったことが、民法第３４条に定めがあるわけでございますが、

この中で公益法人となるべく活動をしておる法人の内容、こういったことに

ついて定めがあるわけでございます。この中ではその財団が社団または財団

が学術・技芸・慈善・祭祀・宗教その他の公益に関する社団又は財団である

こと。次に、営利を目的としないものであること。こういった定めがござい

ます。この内容に沿いまして今回条例の整備を致したものでございます。尚

又、派遣の実態でございますが、現在派遣はございません。今のところこの

ことに関しましての派遣ということは考えておりません。 
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 
○５番（鈴木加奈子さん）これまでに、そういう派遣ということがあったので

しょうか。もし派遣するとならば先程申しましたように、人件費・諸手当等

はどのようになるのでしょうか。派遣をしたことがないということであれば

想定されるところでよろしいのでお答えを頂いておきたいと思います。 
○議長（小林一則君）総務課長 中郷徹君 
○総務課長（中郷徹君）現在に至りますまでもこの派遣というのはございませ

ん。尚又、派遣に関します要件に関しましては、そのつどこれに関しまして

協定を行う、こういったことになろうかと思っております。 
○議長（小林一則君）他に、ございませんか。 
             （「議事進行」の声） 

質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
 
○ 議長(小林一則君)次に、日程第 3．議案第８１号 玉城町職員の給与に関す

る条例の一部改正についてを議題と致します。 
  これより質疑を行います。発言を許します。５番 鈴木加奈子さん 
○５番（鈴木加奈子さん）今年平成２０年の８月２６日付で人事院事務総長か
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らの通達が出ております。これには、非常勤職員に関する給与の支給につい

て下記のとおり指針を定めたのでこれを踏まえて給与の適正な支給に努めて

ください。とこのようにございます。これは、一般職員の給与に関する法律

第２２条第２項の非常勤職員の給与についてということでの通達でございま

すけれども、これにつきましてどのようにお考えなのか、この改善について

はどのようにされているのかお伺いを致したいと思います。この提案をされ

ております中には、これが含まれていないように思いますので伺います。 
○議長（小林一則君）只今の質問は議題外ということでございますので 
○５番（鈴木加奈子さん）違います。議長 
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 
○５番（鈴木加奈子さん）議長においてそのような勝手な判断をされるという

のは、これは問題でございます。提案説明の中にはっきりと労働基準法及び

一般職員の給与に関する法律の規定によりということで、それを前提にして

説明がされております。その中でその一環としてこの問題はございます。今

年８月の２日に人事院が勧告しておるものでございます。これは非常勤の問

題だけでなく一般職員ということで出されております中にこの分野が決めら

れております。それによりますとその給与というのは、たとえば玉城町では

常勤職員の場合にも通勤手当は支給されていないので、非常勤職員について

も通勤手当が支給されない。ということであればそれは分かりますが、４項

目にわたって出されております。それは、給与の数字についての規定がござ

います。それから相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては期末手

当に相当するもの等を支給するようにということが書かれております。そし

て非常勤職員に対する一時金その支給が三重県内で１５の町がございますが、

この町の中で７町が一時金支給を行っております。一定臨時職員の時間給の

アップがされましたけれども、玉城町よりはるかに高い賃金を支払っている

という現状もございます。そんな中におきまして玉城町ではなぜこの臨時職

員について提案をすることができなかったのか、そのことについてお伺いを

致します。 
○議長（小林一則君）総務課長 中郷徹君 
○総務課長（中郷徹君）今回、提案を申し上げておりますのは夜間勤務手当の

部分改正につきましてお願いを致しておるものでございます。尚、というこ

とでございますので、人事院勧告の取り扱いにつきましては今回改正をお願

い致しておるものではございません。但し臨時職員、嘱託職員にかかります

夜間勤務手当につきましても、今回改正をお願いしておる部分を準用を致し

ましてそのような取扱いをしていきたいと考えておる所でございます。 
○議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 
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○５番（鈴木加奈子さん）では先程の２０年８月２６日人事院事務総長の通知

によりますところの指摘これについての検討というのは、今後に先送りをす

るということなのですか。 
○議長（小林一則君）議題外ですので、これは答弁はありません。他にござい

ませんか。７番 小林豊君 
○７番（小林豊君）この改正につきましては、思い当たるに病院の看護師さん

或は老健施設の職員さんにも該当するのではないかと思いますが、これは１

月１日から施行になっていますが、今回病院関係からの補正がないのですが

その点如何なものでしょうか。 
○議長（小林一則君）病院老健事務局長 田間宏紀君 
○病院老健事務局長（田間宏紀君）今回、夜間勤務手当等の補正につきまして

病院につきましての補正予算がないというお尋ねでございます。病院の補正

予算につきましては、年間を通します予算、そしてまた今職員特に看護師職

員が不足をしておるという中で、全体の人件予算の総額の中で賄いたいとい

うことで考えておりまして、今回補正として計上していないというのが実態

でございます。 
○議長（小林一則君）他に、ありませんか。 
             （「議事進行」の声） 
  質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
 
○ 議長(小林一則君)次に、日程第４．議案第８２号 玉城町使用料条例の一部

改正についてを議題と致します。 
  これより質疑を行います。発言を許します。４番 高木市郎君 
○４番（高木一郎君）町営プールの使用料の拡大といいますか値上げといいま

すか、この改正の根拠についてまず質問をお願い致します。それから徴収の

方法はどうなのかということについてお尋ね致します。それから今までのこ

の使用料のひと夏の収入額はどうなのか、どれぐらいあったのか。これを改

正することによってどのような増額になるのか。今までは町外の方だけ２０

０円ということですが、町内の小学生・中学生５０円、高校生 100 円、一般

100 円という町内の人にも徴収するということにするわけでございますが、そ

うするとどれほどの増額になるのか。それからもう一つ町営プールの年間の

維持費というのはどれぐらい掛かっておるものなのか水だとか電気代・人件

費等あろうかと思いますが、その辺がよく推測できないのでどれぐらい掛か

っておるものなのかということについてお尋ねしたいと思います。 
○議長（小林一則君）教育委員会事務局長 辻 誠君 
○教育委員会事務局長（辻誠君）それでは 5 点ほどご質問頂きましたので順次
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お答えを致したいと思います。まず第 1 点目徴収する根拠についてのお尋ね

でございますがこのことにつきましては、町長提案説明で申し上げましたよ

うに施設の費用に係る実費負担を適正にお願いするということで 3 月定例会

の時におきましても他の教育施設について見直しをさせて頂いたところでご

ざいますが、町営プールにつきましてはシーズンというふうな部分もござい

ましてそれにつきまして今回あらためて町営プールのみ適正にお願いをした

いということで提案するものでございます。又、徴収の方法でございますが

これまでずーとプールの利用期間中は管理人ということでちょうど小中学校

の調理員さんが夏場の調理業務がないということでその業務に着いて、当然

これまで町外の方につきましては、200 円を徴収しておりましたので、受付に

おきまして住所・氏名を記入して頂きまして料金を徴収しておりましたので、

従来通りその方法の中で今回提案申しあげております小中学生につきまして

は 50 円を又、それ以上の高校生以上一般の方につきましては 100 円というこ

とでお願いをするものでございます。次に、使用料の収入がどれぐらいある

のかというふうなお尋ねでございますが、この 20 年度におきますと町外の方

が 290 名ほどご利用いただきましてそれに相当する収入が一人 200 円という

ことで 5 万 8 千円を頂いております。18 年 19 年を比較致しますと 18 年にお

きましては町外の方 109 名の方ご利用で 2 万 1 千 800 円、19 年につきまして

は 220 人ご利用で 4 万 4 千円といずれにせよ年によって差がありますのは、

その日の天候とかそういうふうなもので収益についてはあろうかと考えてお

ります。又、4 点目のご質問で改正した時に総額どれぐらいになるのかという

お尋ねですが町内の方の利用される状況でございますが、今年の場合ですと

約 2 千 160 人がご利用頂いております。2 千 100 人の中で比率と致しますと

大人の方が 3 割程度、子供さんにとりましては 7 割程度のご利用というふう

なところでございましてこれを今回改正をお願いしようとしております料金

に当てはめた場合、約 10 万円ほど収入が見込めるのではないかというふうに

推測を致しております。従いまして町内外トータルします収入見込みでござ

いますが、12・13 万から 15 万程度、これはシーズンの天候とかに左右され

ますがこういうふうな数字になろうかと考えておる所でございます。次に年

間の維持費につきましてどれほど経費がそれぞれ掛かっておるのかというふ

うなお尋ねでございますが、当然プールといいますと一番よく使用致します

のが水道の利用でございまして、これにつきましては今年度の場合ですと水

道料金に約 120 万円ほど支払いをして頂いております。そのシーズンの使用

につきましてはトン数で行きますと 6 千 900 トンから使用をしておるという

ようなことで日平均 160 トンほど使用を致してございます。それとそのほか

のものにどのように使っておるのかというふうなことを申し上げますと当然
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プールの安全確保が第 1 になりますので、監視員に常時 2 名体制でシーズン

中 7 月 10 日から 8 月末日までお願いしてございまして、これにかかります管

理員の賃金が約 67 万円ほど掛かってございます。それと後の消耗品関係とい

いますが当然プールの中にはクエン酸ソーダ或はハイプロンなど安全管理の

ために薬剤も使用しておりましてこういうふうな消耗品類は約 30万程度かか

っておる実態でございます。当然管理人さんの保険とか又、施設の対する保

険とかいろいろそういうふうな浄化槽の点検なども含めますと年間シーズン

通じて約 200 万円から 250 万円の費用が総額で掛かってくるとこのような状

況でございますので、利用される方にも幾分かご負担を頂きとそういうふう

な趣旨で今回お願いするものでございますので、よろしくご理解賜りたいと

思います。 
○議長（小林一則君）10 番 奥川直人君 
○10 番（奥川直人君）今回町内、町外の差を使用料の中で格差をつけておられ

るのですが、前回改善センターのバレーボールとかいろんな施設については

現状どうなっているのか、町内外の格差がつけられているのかお聞きしたい

と思います。 
○議長（小林一則君）教育委員会事務局長 辻 誠君 
○教育委員会事務局長（辻誠君）まず町営プールにつきましても料金をどうす

るかというふうなことで検討してまいりました。利用につきましてはこれま

で町外の方 200 円ということで最大これを改正することなく町内の方につき

ましてはその半分ということでここで差を設けております。もう 1 点お尋ね

の先に改正した他の施設についてはどうかということでございますが、本年 4
月から施行しいろんな団体さんにつきましても減免措置とか現在試行運用を

しておりまして、現段階につきましては町内外は利用におきまして制限はす

るものの料金体制につきましては、今のところ一部設けたそのままの状態に

なっております。 
○議長（小林一則君）10 番 奥川直人君 
○10 番（奥川直人君）確か 4 月の時も町民の方が利用される方が町内と町外で

町外の方も使用されることも多いのでそういったことをしてはどうかという

ご提案を頂きまして、質問させてもらったのでそういうことをできれば早急

に又ご検討頂いて反映を頂きたいと思います。プールだけでなくて各施設に

ついてもそういう要望は町の方向で決めるのであればそのような形で明確に

各施設についてもやっていただきたいとこのように思います。 
○議長（小林一則君）教育委員会事務局長 辻 誠君 
○教育委員会事務局長（辻誠君）確か先に改正の時に奥川議員さんから他の市

町の利用状況そういうふうなことで、提案を頂いたところでございますがそ
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れにつきまして隣接する明和町さん辺りにつきましては、使用料状況を定め

る中で、最低ベースの町内の方の利用ということで町外の方についてはその

利用料の 2 倍なり 3 倍というふうなことで料金設定をされてございます。し

かし玉城町の場合におきましては数多くたくさんの方に使用して頂くという

ふうなことで利用料金を設定し、又利用される方の中において減免措置を設

けておるのが実態でございます。ご提案の趣旨につきましては理解をしてお

りますので、そのことにつきましても検討をしていきたいとこのように考え

ておりますのでご理解賜りたいと思います。 
○議長（小林一則君）5 番 鈴木加奈子さん 
○5 番（鈴木加奈子さん）少子化対策ということで子育て支援が叫ばれておりま

す。その時にその一番に取り組むべきところはやはり住民福祉課、それと教

育委員会だとこのように私は思っております。その教育委員会からこんな提

案をする。小中学生、高校生から 50 円ないし 100 円の町内の子供たちから徴

収をするというそういう恥ずかしい提案がなぜできるのか。その心の在りど

ころを伺いたいと思います。 
○議長（小林一則君）町長 辻村修一君 
○町長（辻村修一君）いろんな公共施設の維持管理というものは、住民の皆さ

ん方の負担によって維持管理をしており、またこれからもしていかなくては

いかんとこういうことでございます。議会はじめそれぞれの団体の皆さんの

中からも、或は今の動きと致しましてやはり適正な負担をお願いするという

時代ではないかとなんでも無料というふうなことは、それは一番考えなくて

いいということもありますが、やはりそういう意見も頂きながら随時公共施

設の使用料・手数料等の見直しをさして頂いておるという状況でございます。

なかなかそれが今説明申し上げましたように、2 百数 10 万からの年間の維持

管理費がかかっておるなかでとてもそれを補うというふうにはなりませんけ

れども、やはり今の時代特にいろんな使用料・手数料税等の徴収滞納等で苦

労をしておる状況、或はこれからもそのことを厳しく持っていかなくてはい

かんわけでありますから、やはり子供たちの時代からもそうした意識も少な

くとも持って頂くというふうなことも必要ではないかなと私どもは思ってお

るわけでございます。玉城町が特別に高い手数料を設けてそして負担をかけ

ておるとこういうふうなことではいかんわけで、他の自治体等の近隣の様子

も眺めながらご負担頂く範囲のわずかの部分だけでもそうした気持ちを持っ

てほしいなとこれが考え方でございます。 
○議長（小林一則君）5 番 鈴木加奈子さん 
○5 番（鈴木加奈子さん）私は、教育委員会に対して質問を致しました。町長は

こんなことをいっておりますが、教育委員会としては一体どう考えたのか。
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この玉城町としてこれを子供から徴収しなかったら玉城町がこけていくそう

いう現状ではありません。それにもかかわらず今子育て支援が叫ばれている

そんな時に、そしてまた健康な子供を育てるこれは将来にわたっても健康を

維持する大変重要な時代でございます。その子供たちが一回でも多くプール

を活用してくれるこのことこそ奨励をすべきでございます。それこそひと夏

に何回か回数を多く通われたその子供さんを表彰する。これぐらいのことを

してもいいのではないか。こんなふうに私は感じるところであります。企業

に対してはポンと何億円も出せる。それだけの力を持っている玉城町が何で

この子供から徴収をするのか。そのことについて教育委員会としてはきちっ

と町長に対してそういう意見を具申したのかどうなのか、具体的な考え方を

以って教育委員会というのは進んでもらいたいとこのように願いますだけに

質問をあえてするわけでございます。 
○議長（小林一則君）教育長 山口典郎君 
○教育長（山口典郎君）鈴木議員のご質問ですけれども、私も先程町長が述べ

ましたように適正な負担ということはこれからの子供たちにとってもやはり

物を使うという時にはやはりそういうふうな負担というものも将来的に考え

て頂く、こういうふうな物を大事にするということの原点としてそういうふ

うに考えて頂きたいなと思います。お金の大切さそれから物を使うときの大

切さ、そういうふうなものをある程度世の中がそういうふうな流れの中で動

いていることも理解してもらいたい。そういうふうな点から全体的には大き

な負担ではなしに自分たちの小遣いの中で一つこういうふうなお金を使って

自分たちが活動したい。そういうふうなことも小遣いの中でできるというこ

とで育てていきたい。そういうふうにも考えておりますのでご理解を頂きた

い。 
○議長（小林一則君）5 番 鈴木加奈子さん  
○5 番（鈴木加奈子さん）教育長は物を大切にする。お金の大切さそういったこ

とを子供におしゃいましたけれども、それであれば町長に対してこの言葉は

返してもらいたいと思います。お金の大切さ、皆さんから預かっております

税金の大切さ、そのことを考えたならば 1 企業に何億円もポンと出してやる

ようなそういうことは到底するべきことではなかった。このことを申し述べ

て質問を終わります。 
○議長（小林一則君）他に、ございませんか。 

（「議事進行」の声） 
  質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
   
○議長(小林一則君)次に、日程第５．議案第８３号 玉城町手数料徴収条例の一
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部改正についてを議題と致します。 
  これより質疑を行います。発言を許します。 

（「議事進行」の声） 
  質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
 
○議長(小林一則君)次に、日程第６．議案第８４号 玉城町国民健康保険条例の

一部改正についてを議題と致します。 
  これより質疑を行います。発言を許します。５番 鈴木加奈子さん 
○ ５番（鈴木加奈子さん）このたびの改正というのは、出産されて病院にかか

るその出産に対しては、35 万円支給されているわけですが、それにプラスし

て 3 万円この 3 万円というのは当初私は、それこそ子育て支援、少子化対策

そういう観点から支給額が増えるのかというふうに思っていたわけですが、

それが違っておりまして、訴訟が起こることに対する医者の保険料としての

出産される方をついて 3 万円を支払うというそういうことで、今回の提案が

されているということが分かった訳ですが、私の認識がもし違っていたらご

訂正をお願いしたいと思います。その場合に国は、この 3 万円のうち 3 分の

2 を交付税措置とするといっておりますが、本当の 3 分の 2 来るのかどうな

のか、そういったことがきちっと定められているのでしょうか。それから残

りの 3 分の 1、3 万円のうちの 1 万円はそれは県と町で持つのでしょうか。

これが非保険者にかかってくるようでしたらこの制度としては国の考えた

この趣旨から反するのではないのか。というふうに思うわけです。一般財源

から繰り入れするべきと思いますので伺います。お答えをお願いします。 
○ 議長（小林一則君）生活福祉課長 林 裕紀君 
○ 生活福祉課長（林裕紀君）この財源措置につきましては、まだこの法案が通

る通らんということですので財源措置まで詳しいところまできておりませ

ん。ですから確かにこの分については、今までの分娩費につきましても国庫

補助はありますし同じようにあるというふうに思います。その点ともう一つ

は来年の 1 月 1 日から始まるということですから、早急に対応してやはり産

婦人科さんの分娩機関の方もこの産科の医療補償制度の加入については、大

変いろんな論議があったようです。只今の分娩費を分娩機関で払われない方

もたくさん見えると聞いております。その方々にこの 3 万円を出させたら余

計に分娩機関の負担になるのではないかと、いろんな事があってこの加入に

はいろいろあったみたいですけど、ほとんど三重県は全部ですし全国でも

99％に近い分娩機関がこの保険制度に加入したということになっておりま

す。本来は医療機関が基金を作って、これはある日本医療機能強化機構とい

うところが委託を受けてやるわけですが、ここがやると基金と 10 億必要と
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いわれております。従いまして今回は、この機構が民間の保健機関と契約を

して民間の保険料としてかけるということで、その時に分娩される方々に負

担にならないように素早く手を打って玉城町国民健康保険としては手を打

って 3 万円の掛け金を上乗せして補填をさせてもらうという制度です。 
○ 議長（小林一則君）5 番 鈴木加奈子さん 
○ 5 番（鈴木加奈子さん）質問したことをきちっと答えてほしいのですが、国

が 3 分の 2 本当に出すのかということを心配したのですが、その点について

は答えてもらいました。後の 3 分の 1 これが国民健康保険の被保険者に負担

を及ぼすこれであったらこの本来の意味とは少し違うのでないか。このよう

に思いましてのでそこの部分を一般会計で補てんするのか、それとも県がそ

の中でどれだけかをもって玉城町と折半するのか、その点についてはどうな

っているのかということを伺いましたことにつきましてまだお答えがあり

ません。それからこの補償の対象なんですけれども、これも通常の妊娠分娩

に限定されているという、だから逆子という表現がいいのか分かりませんが

というようなことだとか、正常でないという状態の中で脳性小児麻痺が起こ

ったそんな場合の補償というのは該当しないということになると、これは如

何なものかという内容について非常に問題があると思っております。けれど

もこの費用負担それが被保険者にかかってきたらあかん。このように思いま

すので伺っています。 
○ 議長（小林一則君）生活福祉課長 林 裕紀君 
○ 生活福祉課長（林裕紀君）この 3 万円の保険料の上乗せにつきましては、妊

産婦さんがおし払い頂く分娩機関に払う保険料の３万円につきましては、今

申し上げましたように国保の方で負担をさせてもらう。その財源につきまし

ては、交付税措置、それから残りの財源についてはいまだ確定はしておりま

せん。この法案は今週通る予定というふうに認識をしております。これは前

回提案説明の時にお話しさせてもらった通り１０日の厚労省の委員会を通

って１月施行ですが法案としては今週ぐらいに通る予定と認識をしており

ます。ですからまだ法案として成立はしておりませんが１月からやるという

ことで確実になっているために我々としては１月から分娩をされる方の保

険料の負担にならないように条例改正をさせて頂いたということで、この財

源につきましてはまだ確定した情報は流れてきておりません。ですからいく

つかの部分については当然被保険者の負担になるということになるかと思

います。 
○ 議長（小林一則君）５番 鈴木加奈子さん 
○ ５番（鈴木加奈子さん）この本来の意味から致しますと国が３分の２持った

ら後は、県或は町一般会計で補てんするのであって、国保に加入している皆
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さんに負担を課す、これは筋違いではないかとこのように思いますが、町長

はそういう観点に立って検討頂きたいと思いますがまだ気持ちが定まって

いない表情を伺えるわけですけれども、このような方向でお願いができるの

でしょうか。お伺いを致します。 
○ 議長（小林一則君）町長 辻村修一君 
○ 町長（辻村修一君）只今担当課長から申しましたように、状況を見てどうい

う措置が町として適当なのかを考えていきたいと思います。 
○ 議長（小林一則君）他に、ありませんか。 

（「議事進行」の声） 
  質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
 
○議長(小林一則君)次に、日程第７．議案第８５号 三重県市町公平委員会を共

同設置する地方公共団体の数の減少に関する協議についてを議題と致します。 
  これより質疑を行います。発言を許します。 

（「議事進行」の声） 
  質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
 
○議長(小林一則君)次に、日程第８．議案第８６号 三重県市町公平委員会を共

同設置する地方公共団体の数の増加及び三重県市町公平委員会共同設置規約

の変更に関する協議についてを議題と致します。 
  これより質疑を行います。発言を許します。 

（「議事進行」の声） 
  質疑なしと認めます。以上で本案に対する質疑を終結致します。 
 
○ 議長（小林一則君）次に 日程第９．議案第８７号 平成２０年度玉城町一

般会計補正予算（第４号）ないし日程第１６．議案第９４号 平成２０年度

玉城町下水道事業会計補正予算（第２号）を一括議題としてこれより質疑を

行いますが、今期定例会日程案のとおり後日予算決算常任委員会において詳

細な審査を頂くこととしておりますので、ここでの質疑は町長の提案理由の

範囲を対象に行いたいと思います、これにご異議ありませんか。 
            （『異議なし』の声） 
  ご異議なしと認めます。よって質疑は一括上程されました議案第８７号な

いし議案第９４号についての町長の提案理由の説明の範囲を対象に行います。 
発言を許します。 

          （「議事進行」の声） 
  質疑なしと認めます。これを以って一括上程されました議案第８７号ない
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し議案第９４号についての質疑を終結致します。 
  暫時休憩致します。 
          （付託表配布） 
○ 議長（小林一則君）再会致します。お諮り致します。本日質疑を終了致しま

した。議案第８７号 平成２０年度玉城町一般会計補正予算（第 4 号）ない

し、議案第９４号 平成２０年度玉城町下水道事業会計補正予算（第 2 号）

の各議案につきましてはお手許に配布いたしました議案付託表の通り、予算

決算常任委員会に審査付託を致したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 
          （『異議なし』の声） 
  ご異議なしと認めます。よって議案第８７号ないし議案第９４号について

は議案付託表の通り予算決算常任委員会に付託することに決しました。 
 只今、予算決算常任委員会に付託されました議案審査をお願い致したいと思

います。日程につきまして事務局長から報告いたさせます。 
  事務局長 大南友敬君 
 

（予算決算常任委員会日程報告する） 
 

○議長(小林一則君) 只今、事務局長の報告のとおり予算決算常任委員会審査を

お願い致します。以上で本日の日程は全て終了致しました。 
  お諮り致します。議案精査のため明日 16 日から 18 日までの 3 日間休会と

致したいと思います。これにご異議ありませんか。 
           （『異議なし』の声） 
 ご異議なしと認めます。よって 12 月 16 日から 18 日までの 3 日間休会するこ

とに決しました。 
来る 12 月 19 日は、午前 9 時より本会議を開き、委員長報告・追加議案の上

程・討論・採決・を行いますから、定刻までにご参集願います。 
  本日は、これを以って散会致します。ご苦労さまでございました。 
 
 
 
 
 

（午前 ９時５０分  散会） 
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